
■問い合わせ先■

滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療整備係

ＴＥＬ：０７７－５２８－３６２５ ＦＡＸ：０７７－５２８－４８５９

詳しくは･･･

医療ネット滋賀 検索

夜間や休日に、お子さんの急な病気やケガで、
病院に行った方がよいのか、様子を見ても大丈夫なのか
看護師や小児科医師等が電話でアドバイスします。

こどもの急な病気、ケガで
困ったときに

局番なしの

ダイヤル回線、光電話、IP電話からは以下の番号へおかけください

☎０７７－５２４－７８５６

○ 対象者 滋賀県内に在住の15歳以下の子ども
○ 対応時間

平日・土曜日・・・午後６時から翌朝午前８時

日曜・祝日・・・・午前９時から翌朝午前８時
（年末年始(12/29～1/3)を含む）

※平日の日中はかかりつけ医に相談するようにしてください。

お子さんの急な病気やケガで、
ご心配のときには、

看護師、小児科医師等が
電話で相談に応じます


